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■新総合計画（まちづくり）の視点（事務局案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口定住に結びつく 

持続可能な経済活動 
すべての市民の生活の質の向上 

将来を見据えたまちづくりの目的 

活力ある産業の振興 

地域特性の継承・創造 

（歴史、文化、自然） 

市政の最重要の方向性 

●ヒト＝産業を支える力、イノベーショ
ン（革新）を起こす力（人口減少での労
働力確保、起業する人財育成） 
 
●コト（事業）＝技術力向上、経営力養
成、発想力発揮 

（産業の強靭化と創造する社会へ） 
 
●基盤＝経済力、国内外ネットワーク 

（経済支援、インキュベーション機能等
の充実） 

全ての活動の主体である人財の育成 将来を見据える都市整備 

●ヒト＝性別、年齢、健康状態などに捉
われず、個性と能力を発揮する力 
（主体性を持った人財確保） 
 
●コト（活動）＝生涯学習、健康増進、
子育て支援、福祉、人権尊重、地域活
動（すべての人が活躍する社会へ） 

 
●基盤＝教育・学習機会、交流・仲間、
モチベーション（意識啓発、指導者・リ
ーダー育成、拠点施設等の充実） 

●ヒト＝歴史、文化、景観、環境、安全
等を支える力 

（まちを支える人財確保） 
 
●コト（事業）＝コンパクトなまちづく
り、賑わい、利便性向上、温暖化防止、
景観形成（安全で暮らしやすい社会へ） 

 
●基盤＝財政力、市民力、地域力 

（独自財源、民間活力、合意形成等の 
推進） 

時代潮流  少子高齢化と人口減少社会の到来 

 環境問題の深刻化 

 グローバル化による地域経済の変化 

 価値観や生活様式の多様化 

 安全・安心意識の高まり 

 地方分権の進展と住民参画意識の高まり 

 人口の減少(平成 52（2040）年の総人口が 65,000人台に減少) 

 平均寿命の延伸、高齢化の進行(1/4→1/3) 

 出生数の漸減、未婚化、晩婚化の進行 

 労働力人口は減少、求人倍率及び製造品出荷額等は回復傾向 

 有機エレクトロニクス産業の伸展 

 県立栄養大学の開校（Ｈ26.4） 

 その他の状況 

  

新総合計画（まちづくり）の視点＝目的（成果）を達成するための選択と集中、分野を超えた取り組みの実施、複数の取り組みを 1つ
まとめる、産学官民の一層の連携等 

審議項目 1 を考えるに

あたってのキーワード 

審議項目 2 を考えるに

あたってのキーワード 

審議項目 3 を考えるにあ

たってのキーワード 

審議項目 3 を考えるにあたっての方向性 

資料４ 
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■審議会資料協議項目（下書き用） 

御記入者名                 

審議項目 1  将来の米沢市の姿をどのように想定（想像）するか。 

Q1： 50年後に残したい（または、あるべき）米沢市の姿（将来像） 

 

 

Q2：上記の将来像のために、10年後、20年後、30年後、40年後は、どうなっていることが必要か。 

 

 

審議項目 2  「10年後の米沢市の姿」の実現に向けて何をするべきか。（何を優先し、何を新しく創りだすことが必要か。） 

Q：人口定住に結びつく持続可能な経済活動を実

現するために何が必要か 

 

Q：すべての市民の生活の質の向上のために何が

必要か 

 

 

 

Q：地域特性の継承・創造を行うために何が必要

か 

 

 

(その他の視点) 

 

審議項目 3  「10年後の米沢市の姿」の実現に向けて核となる取り組みとは。（取り組みの選択と集中、分野を超えた取り組み、複数の取り組みを 1つにまとめる等） 

Q：産業の振興を行うための核となる取り組みは

何か 

 

  

Q：人財育成を行うための核となる取り組みは何

か 

 

 

 

Q：都市整備を行うための核となる取り組みは何

か 

 

 

 

(その他の視点) 

 

 

 

 

審議項目 4  審議項目 3における米沢市の特徴と課題とは。（米沢市だからできること、やらなければならないこと） 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

産業振興策は何か 

 

 

 

 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

人財育成策は何か 

 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

都市整備は何か 

 

 

(その他の視点) 

 

 

 

 

 

記入に当たって 

１ 要点のみの御記入（箇条書き）で構いません。 

２ 全ての欄を無理に埋める必要はありません。可能な範囲で御記入願います。 

３ 御記入いただいた内容に基づいて、第３回目の審議会で御意見をいただく予定としています。 

４ 記入欄が不足する場合は別紙等に記入いただき、添付していただいても構いません。 
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■審議会資料協議項目（提出用 ８月２０日（水）まで御提出願います。）  

御記入者名                 

審議項目 1  将来の米沢市の姿をどのように想定（想像）するか。 

Q1： 50年後に残したい（または、あるべき）米沢市の姿（将来像） 

 

 

Q2：上記の将来像のために、10年後、20年後、30年後、40年後は、どうなっていることが必要か。 

 

 

審議項目 2  「10年後の米沢市の姿」の実現に向けて何をするべきか。（何を優先し、何を新しく創りだすことが必要か。） 

Q：人口定住に結びつく持続可能な経済活動を実

現するために何が必要か 

 

Q：すべての市民の生活の質の向上のために何が

必要か 

 

 

 

Q：地域特性の継承・創造を行うために何が必要

か 

 

 

(その他の視点) 

 

審議項目 3  「10年後の米沢市の姿」の実現に向けて核となる取り組みとは。（取り組みの選択と集中、分野を超えた取り組み、複数の取り組みを 1つにまとめる等） 

Q：産業の振興を行うための核となる取り組みは

何か 

 

  

Q：人財育成を行うための核となる取り組みは何

か 

 

 

 

Q：都市整備を行うための核となる取り組みは何

か 

 

 

 

(その他の視点) 

 

 

 

 

審議項目 4  審議項目 3における米沢市の特徴と課題とは。（米沢市だからできること、やらなければならないこと） 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

産業振興策は何か 

 

 

 

 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

人財育成策は何か 

 

Q：米沢市だからできる(やらなければならない)

都市整備は何か 

 

 

(その他の視点) 

 

 

 

 

 

記入に当たって 

１ 要点のみの御記入（箇条書き）で構いません。 

２ 全ての欄を無理に埋める必要はありません。可能な範囲で御記入願います。 

３ 御記入いただいた内容に基づいて、第３回目の審議会で御意見をいただく予定としています。 

４ 記入欄が不足する場合は別紙等に記入いただき、添付していただいても構いません。 


